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委託歯科医療機関（令和 8 年度） 

＜三島地域＞ 

医療機関名 所在地 TEL 医療機関名 所在地 TEL 

合田歯科医院 上柏町 23－6028 三宅歯科ｸﾘﾆｯｸ 三島中央 24－8420 

佐々木歯科医院 三島宮川 23－7333 さくら歯科ｸﾘﾆｯｸ 寒川町 28－1293 

武村歯科医院 中之庄町 24－7701 川上歯科医院 寒川町 25－1527 

坂田歯科医院 三島中央 23－3522 新田歯科医院 三島金子 24－4811 

＜川之江・新宮地域＞ 

医療機関名 所在地 TEL 医療機関名 所在地 TEL 

坂歯科 川之江町 58－2004 今村歯科医院 妻鳥町 58－6333 

窪田歯科医院 川之江町 58－2114 さおの森歯科ｸﾘﾆｯｸ 妻鳥町 56－7227 

西川歯科ｸﾘﾆｯｸ 金生町下分 57－0239 石川歯科 上分町 58－3023 

吉井歯科ｸﾘﾆｯｸ 金生町下分 57－1257 あき歯科医院 妻鳥町 22－3356 

＜土居地域＞ 

医療機関名 所在地 TEL 医療機関名 所在地 TEL 

長井歯科医院 土居町入野 74－5138 安藤歯科医院 土居町津根 75－1788 

髙橋歯科 土居町中村 74－1184 藤田歯科医院 土居町蕪崎 74－7750 

 

生後 9～11 か月は授乳期から離乳食期を経て、「噛む」「飲み込む」機能を獲得していく時期です。これから生える乳

歯の健康を保つため、正しい食生活のリズムを作り、歯のケアの方法を知っておくことは大切です。 

お子さんの歯の健康のためにも、乳児歯科個別健康診査を受けましょう。 

委託医療機関以外で乳児歯科個別健康診査を受けた場合も、助成対象となります（上限３千円）。助成を

受ける場合は、母子健康手帳へ結果の記載（別途文書料等がかかる場合は不要）と、医療機関に支払った金額が

わかる領収書（但し書き「乳児歯科個別健康診査のため」の記載必要）・明細書が必要です。 

 

【対象者】  生後９～11 か月の乳児 

（R8 年度に限り、R8.4.1 以降に９か月を迎える、R7.7.1以降に生まれたお子さんを対象とします。） 

【有効期限】 生後 1 歳を迎える誕生日の前日まで 

【持参物】  母子健康手帳 乳児歯科個別健康診査受診票 マイナ保険証（※１） 

【実施内容】 問診 口腔内一般検査 歯科指導 

【料金】   無料（※２） 

※１・２ 受診し、処置や治療が必要な所見が見つかった場合、料金が必要になる場合があります。 

下記委託歯科医療機関では、乳児歯科個別健康診査の受診票を使って、乳児歯科個別健康診査を無料で受けること

ができます。各委託歯科医療機関へ直接予約をしてください。 

【お問い合わせ】 

こども家庭センター（保健推進課内） 

TEL （0896）28-6054 

🚙乳児歯科個別健康診査を受診する際に 

「乳幼児健診タクシークーポン券」をご利用いただけます！ 

 

詳細はこちら☞ 

ホームページは 

こちら 

 


